
「社会保険適用促進手当」とは 

 「社会保険適用促進手当」とは、令和 5 年

10 月から実施されている、厚生労働省が策

定した「年収の壁・支援強化パッケージ」の

中に設けられた支援策のうち、いわゆる

「106 万円の壁」を超えることを促進するた

めの、特例措置の 1 つです。 

社会保険適用促進手当は、短時間労働者

である従業員の、社会保険料負担を軽減す

る目的で、会社が当該従業員に支給するも

のです。特徴としては、このように会社が

支給する手当は、本来、社会保険料の算定

の対象となりますが、制度の趣旨から「社

会保険料の対象としない」という時限的な

措置が採られていることです。 

手当の対象となる従業員 

 手当の特例（社会保険料の対象外）は、

「標準報酬月額が 10.4 万円以下の従業員」

に適用できます。なお、制度の目的から考

えると、令和 5 年 10 月以降、社会保険に加

入する従業員のみを対象とすればよいこと

になりますが、社内バランスを考慮し、令

和 5 年 10 月より前、既に社会保険に加入し

ている従業員に対して支給する場合でも、

当該手当は特例が認められます。 

対象となる期間 

 手当の特例を受けることが出来る期間は、

令和 5 年 10 月以降、それぞれの従業員につ

いて最大 2 年です。2年経過後は、社会保険

適用促進手当として支給したものであって

も、他の手当と同様に社会保険料の算定基

礎に含まれることになります。 

対象となる手当の額 

 特例の対象となる手当の額は、手当を支

給する従業員の、標準報酬月額が 10.4 万円

以下の月に発生した、本人負担分の社会保

険料相当額が上限となります。 

その他の留意点 

① 社会保険料以外の取り扱い 

 この特例は、当該手当を社会保険料の算

定対象外とするものなので、所得税や住民

税、雇用保険などの労働保険料の算定の対

象になります。 

② 就業規則等の整備 

社会保険適用促進手当は、労働基準法の

賃金に該当します。したがって、当該手当

を支給する際には、就業規則（賃金規程）へ

の規定の記載が必要になります。 
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